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ೖతとした会社用建物の建ஙが不Մߪ
であったため、地の売買契約をख付解除し
た買主が、媒介業者及びͦの担当者に対して、
用్੍ݶ・建ங੍ݶに関する適切な説明をし
なかった説明義務違反があるとして損害賠償
請求をした事Ҋにおいて、媒介業者らは買主
のߪೖతを、ࢿ用Ξύʔトの建ஙとฉい
ており、買主が媒介業者らに対し、会社用建
物を建ஙするతであることを۩体తに告͛
た事࣮は認められないとして、ͦの請求を棄
却した事例ʢ౦ژ地ࡋ.ฏ27年11݄16日判
ܾ.棄却.Τεトϩʔ・δϟύンʣ

1 　事案の概要

買主̭ʢݪ告ʣは、ฏ26年３݄31日、媒
介業者̮１ʢඃ告ʣの媒介により、売主̗と
の間で、本件地71.68௶につき、売買金
9500ສԁとして本件売買契約を締結し、ख付
金500ສԁを支払͏とともに、仲介ख料305
ສԁ༨を̮１に払ったɻ

本件地は、ͦの一部はୈ一छ住ډઐ
用地Ҭに、ͦのଞの部分はୈ二छ中ߴ住ډ
ઐ用地Ҭにࢦ定されており、建ங基४法48条
に基づく用్੍ݶ・建ங੍ݶがされていたɻ

̭は、本件地্には、̭が表औ締役で
ある有ݶ会社̖社の会社用建物を建てること
ができないとして、ಉ年４݄日にख付金を
์棄して本件売買契約を解除したɻ

ͦのޙ、̭は、本件地においてతとす
る会社用建物の建ஙが不Մであったにも߆
らͣ、̮ １の担当者であった̮２ʢඃ告ʣが、

本件地の建ங੍ݶ等に関し適切な説明をし
なかったため、̭は本件売買契約を解除せ͟
るをಘなくなったとして、̮２に対しては説
明義務違反を理༝とする不法行為に基づき、
̮１に対しては使用者責任に基づき、์棄し
たख付金500ສԁ、支払済Έ仲介ख料305ສ
ԁ༨等、計810ສԁ༨の損害賠償を求めてఏ
訴したɻ

本件ࡋ判において、̭は、「̭は̮２に対
して、会社用建物の建ங用地の介しかґཔ
していないɻ̮２の本件介にࡍし、̭は会
社用建物の建ங用地としてߪೖすることをݕ
౼したいとえたとこΖ、̮２は会社用建物
は建ஙՄとえているɻ」なͲと主ுしたɻ
これに対して̮２は、「̭からはࢿ用Ξύ
ʔトを建ஙする༧定とฉいており、会社用建
物を建ஙする༧定とはฉいたことはないɻ̭
に対しては、これを前ఏに、建ங੍ݶに関す
る説明をؚめ、地建物औ引業者のै業員と
して通常求められる説明をしており、説明義
務違反はないɻ」と主ுしたɻ

2 　判ܾの要ࢫ

判所は次のとおり判ࣔして、ᶠの請求をࡋ
棄却したɻ

̮２の説明義務違反の有無についてである
が、認定事࣮によれ、̭は、ฏ25年９݄
中०こΖに̮２からࢿ用の物件として介
された本件地に関し、本件地の利用ํ法
を̮２とともにٞڠする中で、１֊部分を̖
社の事務所及び࡞業場とし、２֊部分を賃貸

ͷ判例͔Βۙ࠷ ᾉʵഔհऀۀのઆ໌ٛʵ
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用のΞύʔトとする２֊建ての建物を建ஙす
るߏをಘたのであるから、ಉ࣌期Ҏ߱、
̮２も、本件地のߪೖݕ౼を通͡、̭が
地利用のํ法の一つとして̖社のҠస先とし
ての会社用建物を建ஙするとい͏ఔのந
తߏを๊くにࢸったこと自体は認ࣝしてい
たとい͏ことができるɻ

もっとも、̮２は、ฏ25年８݄17日に、
̭から50௶Ҏ্の自用の物件ຢは相ଓ対策
としてのࢿ用の物件を介することをґཔ
されてҎ߱、̭に対し、自用ຢはࢿ用の
物件をもෳ介しており、本件地に関し
ても、１ճの売出しのࡍには自用ຢは
にはࡍ用の物件として、２ճの売出しのࢿ
ࢿ用の物件として、̭に介しているɻ

ͦして、̭自も、本件地の１ճの売
出しのࡍに本件地のۙྡの૽音により自
用の物件としてߪೖすることはݟ送り、本件
地の２ճの売出しのࡍには、本件地্
にଘࡏした２౩の建物を引きଓき利用したい
、を有していたことなͲからするとの意ࢫ
ฏ26年３݄中०こΖ·では、本件地を、
ࢿ用の物件としてߪೖすることをݕ౼して
いたのであり、̭が本件地に関して̖社の
Ҡస先として利用しよ͏とい͏۩体తߏを
๊くよ͏になったのは、売主ଆの要で本件
地の更地での引しとい͏条件がҡ࣋され
ることがܾ·って、̭が̙੫理࢜に本件地
に関する੫務相談を行͏ことをܾめたಉ݄20
日こΖであったとݟることができるɻ

しかしながら、̭は、ಉ日こΖに̮２から
に関すݮる不動産औಘ੫のܰ住用建物にډ
るࢿ料の送付を受けͦの説明をされたࡍにお
いても、̮２に対し、本件地্に۩体తに
Ͳのよ͏なߏを有する会社用建物を建ஙす
るつもりであるのか、ͦの۩体తߏにݴ及
することはなく、ͦのޙも本件売買契約を締
結する·での間、̮２に対し、্記のよ͏な

۩体తな建物建ஙの༧定はもとより、本件
地্に会社用建物を建設する意ਤもえたこ
とはなかったɻͦ͏すると、本件地の利用
ํ法に関するٞڠҎ߱、̭が̖社のҠస先を
も地利用の一つのબࢶとしているとい͏
ఔの認ࣝを̮２が有していたとしても、
̮２において、当̭࣌が๊いていた۩体తな
会社用建物の建ஙߏを༧ݟすることができ
なかったといΘ͟るをಘないɻ

Ҏ্によれ、ୈ一छ住ډઐ用地Ҭ及
びୈ二छ中ߴ住ډઐ用地Ҭにおいてもళฮ
や事務所等も一定نҎ下であれ建ஙする
༨地があることにরらせ、̮２らが、本件
地のୈ一छ住ډઐ用地Ҭ及びୈ二छ中
る建ங基४法্の建ஙઐ用地Ҭにډ住ߴ
に関し、重要事項説明書の記載事項を説ݶ੍
明するにとͲ·り、ͦれҎ্に۩体తな説明
を付Ճしなかったことをもって、̮２に説明
義務の違反があったとい͏ことはできないɻ

� 　まとΊ

本件は、ʢ建ங੍ݶについてʣ説明を行っ
た媒介業者の社員に説明義務違反があるとし
て、買主が社員ݸ人の責任及び建業者の使
用者責任を訴したものであるが、ࡋ判所は、
認定事࣮を౿·えて、買主の請求を棄却した
ものであるɻ

買主は、ޱ಄でのやりऔりの中で、社員か
ら「会社用建物が建つ」とฉいたと主ுした
が、ࡋ判所の事࣮認定では、買主の会社用建
物を前ఏとする計画は明֬にはࣔされていな
いと判அされたɻ

建業者としては、ґཔޙに買主のߪೖ・
利用తがมΘることもありಘることから、
をॆ分಄でのやりとりもؚめて、ͦの意ޱ
に֬認しながら仲介業務を行͏ことが؊要で
あり、トラブル止にཹ意きたいɻ

（調査研究部主調）
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